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自動車検査証の有効期間の伸長について

1

自動車検査証の有効期間満了後も当該自動車を使用しよう
とするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければ
ならず、当該手続きを行うために、不特定多数の申請者が全
国の運輸局等の窓口に訪れます。

年度末の繁忙期については、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を防ぐためには、患者クラスター（集団）を生み出す
ことを防止する集中的な対応が重要です。

このため、当該期間に自動車検査証の有効期間が満了する
車両について、自動車検査証の有効期間を伸長し、全国の
運輸支局等の窓口に申請者が集中しないよう分散を図ること
とします。

伸長の目的



自動車検査証の有効期間の伸長について

運輸支局長の権限によって、天災等により継続検査（車検）を
受けることができないときに、地域と期間を定めて自動車検
査証の有効期間を伸長するものです。

自動車検査証の有効期間を伸長した最近の例では、以下の
ものがあります。

① 令和元年１０月台風第１９号の被害に伴い東京都西多摩郡奥多摩町日
原地区に使用の本拠を有する車両について日原地区から同地区外とへ
の交通が可能となった日の２週間後の日の翌日まで伸長

② 令和元年１０月台風第１９号の被害に伴い、１都１３県の地域に使用の
本拠を有する車両について、最大２ヶ月伸長。

③ 令和元年９月台風第１５号の被害に伴い、袖ケ浦自動車検査登録事務
所及び千葉県の一部地域に使用の本拠を有する車両について、最大
１ヶ月伸長。

車検の伸長とは？
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自動車検査証の有効期間の伸長について

自動車検査証の有効期間の満了する日が、
「令和２年２月２８日から同年３月３１日までのもの」

対象となる自動車

※満了日は、「平成３２年」または、「令和２年」と記載

3

車検証の「有効期間の満了する日」を
ご確認ください。

有効期間の満了する日

平成
３２年 ２月２８日

～
３２年 ３月３１日



自動車検査証の有効期間の満了する日を、
「令和２年４月３０日」までとします。

※ ただし、自動車損害賠償責任保険（共済）を新たに契約する必要がある
ものの、実際に運行の用に供しない場合は、伸長を希望されない使用者
もいることから、有効期間を伸長しないケースも存在します。

対象車両については、４月３０日までに継続検査を受検すれ
ば引き続き自動車をご使用いただけます。

なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手
続きは不要です。

自動車検査証の有効期間の伸長について

伸長の措置内容

有効期間の満了する日
平成
３２年 ４月３０日

※満了日は、「平成３２年」または、「令和２年」と記載

有効期間の満了する日

平成
３２年 ２月２８日

～
３２年 ３月３１日
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自動車検査証の伸長期間

自動車検査証が伸長される継続検査の
受検ケース

自動車検査証の有効期間の伸長について

伸長の措置内容

令和２年２月２８日
（平成３２年２月２８日）

令和２年４月３０日
（平成３２年４月３０日）

令和３年４月３０日
令和４年４月３０日

令和２年３月３１日
（平成３２年３月３１日）

有効期間（始） 有効期間（終） 伸長後の有効期間

伸長＋車検後の
有効期間

～

が、有効期間の伸長対象となる自動車

が、伸長される有効期間（令和２年４月３０日）

令和２年４月１日※～３０日の間

※伸長の手続きは１ヶ月前（３月３０日）から可能ですが、今回の伸長の主旨をふまえて、４月１日以降と記載させて頂きました。

伸長処理が可能な期間
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自動車検査証が伸長されない継続検査の受検ケース

自動車検査証の有効期間の伸長について

伸長の措置内容

① 旧有効期間満了日の翌日から起算して１（２）年の日
② 検査の日から起算して１（２）年の日

令和２年３月２９日
（平成３２年３月２９日）

車検後の有効期間

① 伸長期間（４月３０日）の１ヶ月前より前（３月２９日以前）に検査を受けたもの

② 伸長の手続き期間中の検査申請の際に伸長する旨の申告がないもの

令和２年４月３０日
（平成３２年４月３０日）

令和２年４月１日
（平成３２年４月１日）

※申請②については、伸長後の有効期間（令和３（４）年４月３０日）を満足する自賠責保険証明書の提示の無いものを含みます。

～

6

が、車検の申請期間



自動車検査証の有効期間の伸長について

自賠責保険の取扱い

自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）の手続き（締結手続
の特例措置）については、継続検査を受検するまでに保険契
約期間の終期が到来する保険契約について、継続契約の締
結手続きが４月３０日を限度として猶予されます。

なお、改めて締結手続きする際には、車検伸長後の有効期間
と、継続検査更新後の有効期間の両方を満たす期間の自賠
責保険に加入する必要があります。

※ 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険（共済）代理店等
にご相談ください。
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自動車検査証を伸長する場合の自賠責保険の契約（例）

自動車検査証の有効期間の伸長について

車検証（現）
の有効期間

自賠責保険（現）
の保険期間

令和２年３月２９日
（平成３２年３月２９日）

自賠責保険の取扱い

令和２年３月３０日
（平成３２年３月３０日）

車検の申請
令和２年４月１０日

令和４年４月３０日

伸長＋車検後の
有効期間

この際の保険期間は、
① 令和２年３月３０日から
② 令和４年５月１日以降
でなければなりません。

保険（新）の契約
令和２年４月１０日
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自動車検査証の有効期間の伸長について

関係法令等

道路運送車両法（昭和２６年 法律第１８５号）（抜粋）
第６１条の２ 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自
動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けるこ
とができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車
の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することがで
きる。
２ 前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自
動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものと
みなす。



自動車検査証の伸長に係る有効期間について

車検伸長：有効期間の
新満了日は

令和3(4)年4月30日

通常の車検：有効期間は
車検証満了日翌日から起算
例)令和2年3月21日→令和4年3月21日
（旧満了日） （新満了日）

通常の車検：有効期間は
検査の日から起算

例)令和2年4月10日→令和4年4月9日
（受検日） （新満了日）

車検受検日が3月29日以前

車検証の有効期間が過ぎている

通常の車検：有効期間は
検査の日から起算

例)令和2年3月4日→令和4年3月3日
（受検日） （新満了日）

前の自賠責保険の終期から
伸長した期間の自賠責保険
の加入契約も必要

①

③-1（有効期間経過している）

通常の車検：有効期間は
車検証満了日翌日から起算
例)令和2年3月30日→令和4年3月30日
（旧満了日） （新満了日）

③-2（有効期間経過してない）

通常の車検：
（今回の対象外）

いいえ

はいいいえ

はい

車検受検日が3月30日以降※

車検の伸長を希望する

はいいいえ

自動車検査証の有効期間の満了する日が「令和2年2月28日～3月31日」である

②

④

令和2年2月28日

※伸長の手続きは１ヶ月前（３月30日）から
可能ですが、今回の伸長の主旨をふまえて、
４月１日以降の申請をお願いいたします。


